
※「三重県子ども・少子化対策計画（仮称）」より抜粋 
 

1 
 

109% 100%

87%

0%

100%

ほ
と
ん
ど
な
い

な
い

す
ご
く
あ
る

第
２
子
出
生
の
相
対
確
率

子育ての不安や悩み

100%

75%

0%

100%

な
い

少
し
あ
る

あ
る

か
な
り
あ
る

第
２
子
出
生
の
相
対
確
率

育児負担感

重点的な取組５ 切れ目のない妊産婦・乳幼児ケアの充実 

（5年後のめざす姿） 
出産前の健診から子どもが就学するまで、子どもだけでなく子育て家庭に関す

るすべての相談や支援が切れ目なく受けられ、妊産婦やその家族が安心して子ど
もを生み育てることができる環境づくりが進んでいる状況をめざします。 

（現状と課題） 

県内では、1 歳６か月児健診を受診する保護者のうち、１人も相談相手がいな
い方が毎年 100 人程度いると推計※１されるなど、妊産婦や育児中の親等の孤立が
問題となっています。特に産院退院直後は体調が回復していない段階で初めての
育児や環境変化への適応等、産婦の悩みや孤立感が高まり、このことが第２子以
降の出生行動に影響を与えるという指摘図表があります。 
また、児童虐待による死亡事例は、乳児期の子どもが多くを占めており、その

背景には母親が妊娠期から一人で悩みを抱えていたり、産前産後の心身の不調や
家庭環境の問題があると指摘されています。 
一方で、現在行われている市町母子保健事業のなかでもっとも手薄となってい

る時期が産院から退院した直後のケア体制となっています。29 市町で乳児家庭
全戸訪問事業を実施していますが、その後のフォローを行う養育支援訪問事業の
実施に至っていない市町もあります。 
これらのことから、妊娠の経過や子どもの成長過程に応じて産婦人科医、小児

科医、助産師等や市町の保健師などがそれぞれ提供するサービスを強化するとと
もに、例えばフィンランドで提供されている「ネウボラ」のように、妊産婦・乳
幼児ケアが全ての家族に対し継続的に提供され、利用者がワンストップで利用で
きる仕組みづくりが重要となっており、母子保健の実施主体である市町の体制や
取組に差があることもふまえ、市町の取組や仕組みづくりに向けた支援が必要と
なっています。 

※１ １歳６か月児健診を受診した保護者を対象としたアンケート調査。平成 25 年度
の調査（n=1,692）によると、「日常の育児で相談相手はいますか。」との質問に１人
も「いない」と回答した割合は 0.6％。 

図表 妻の育児不安・育児負担感と第２子出生との関係 
 

 

 

 

 

 

 

「21 世紀出生児縦断調査及び 21 世紀成年者縦断調査」（厚生労働省大臣官房統計情
報部）に基づき作成。第１子が６か月の時点における妻の育児不安と育児負担感が
第２子の出生とどのように関わるかを調査。 

資料３ 
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（主な取組内容） 

  県内のどの地域においても妊産婦やその家族が必要な時に必要なサービスを

受けることができるよう、新たな三重県の出産・育児支援体制「出産・育児まる

っとサポートみえ」（三重県版ネウボラ）により取組の推進を図ります。 

     「出産・育児まるっとサポートみえ」（三重県版ネウボラ）の詳細は   

次頁参照。 

①市町の母子保健サービスの取組支援【健康福祉部子ども・家庭局】 

各市町の実情に応じて、産婦人科、小児科、助産師、子育て支援センター等の

既存の資源をネットワークでつなぎ、切れ目のない母子保健サービスを包括的

にコーディネートする仕組みづくりを支援します。 

②市町の産後ケアの取組支援【健康福祉部子ども・家庭局】 

必要な妊婦に対し産前から計画を立て、助産所や産婦人科を利用して産後ケア

の支援を受けられるようコーディネートする市町の取組を支援し、拡大をはか

ります。 

（重点目標） 

目標項目 現状値 27 年度  31 年度 

日常の育児について相談相手のいる

親の割合※ 
99.4％ 

(26 年度) 

99.6％  100％ 

妊娠期から子育て期にわたる総合的

な相談窓口が整備されている市町数 
22 市町 

(26 年度) 

24 市町  29 市町 

訪問・通所・宿泊等による産後ケアを

実施できる体制がある市町数 
2 市町 

(26 年度) 

4 市町  12 市町 

※１歳６か月児健診を受診した保護者を対象としたアンケート調査で「日常の育児で
相談相手はいますか。」との質問に「１人もいない」と回答した保護者以外の割合。 

（モニタリング指標） 

項目 現状値 

妊娠届出時等に医療機関と情報提供等
の連携をした市町数 22 市町(26 年度) 

５歳児健診等を実施する市町数 5 市町（27 年 1 月） 

 

  
出産前後の家族のうち、課題のある家族だけへの支援（ハイリスクアプローチ）

だけではなく、全ての家族への支援（ポピュレーションアプローチ）を進めます。 

「家族」の形成や機能を支える取組等 
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＜現状・課題＞  

 〇地域社会でのつながりの希薄化等による育児中

の家庭の孤立化 
 〇育児の負担感や育児不安を抱える親・家族が 

増加 
 〇産後の一定期間の時期におけるサービスが 

不十分 
 〇関係機関の間での情報共有などの連携が不十分                    

等 

＜体制整備に向けた４つ

の視点＞  

 ①継続的な支援    

 ②ワンストップの支援 

 ③予防的支援  

 ④家族支援 

 

 

♪♪♪ 「出産・育児まるっとサポートみえ」（三重県版ネウボラ） ♪♪♪ 

 三重県では、母親だけでなく父親や祖父母も含めた、親と子及びその家族が、

県内のどの地域においても切れ目のない一定の水準以上の母子保健サービスが

受けられるなど、安心して子どもを産み、育てられ、子どもが健やかに育つ三重

県を実現するため、「健やか親子いきいきプランみえ（第２次）」を策定し、新た

な三重県の出産・育児支援体制「出産・育児まるっとサポートみえ」（三重県版

ネウボラ）により計画の推進を図ることとしています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆妊娠・出産から育児に至るまでの間、切れ目なく必要なサービスが受けられます 
☆市町の窓口で出産・育児に関する相談支援をワンストップで受けられます 
☆すべての人が地域の身近なところで気軽に出産・育児のサポートが受けられます 
☆母親と子どもだけでなく、父親や祖父母等の家族も必要なサービスが受けられます 

 三重県の出産・育児支援体制 

  「出産・育児まるっとサポートみえ」により               

＜「健やか親子いきいきプランみえ（第２次）」の基本理念＞ 
 「子どもを産み、育てる人にいつも寄り添い、すべての子どもが健やかに育つ三重」 

 市町の体制整備に向けた取組を支援 
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Ｄ市

Ｅ町

子育て世代包括支援センターによる支援体制
（厚生労働省の補助事業を活用）

医療機関
（産科医・小児科

医等）

ソーシャル
ワーカー

地域組織
（自治会・ボランテ

ィア等）

保育所・幼稚
園・学校等

保健所 親子・家族

子育て世代包括支援センター

保健師母子保健
コーディネター

Ａ市

児童相談所 民間機関
（ＮＰＯ等）

総合的な相談・支援を
ワンストップで行う

・支援のワンストップ拠点
として整備

・すべての妊産婦等の
状況を継続的に把握

・要支援者の支援プラン
の作成

助産師

地域組織との連携を強化した支援体制

親子・家族

Ｂ町

民間機関
（ＮＰＯ等）

地域組織
（自治会・子育てサークル等）

医療機関
（産科医・小児科医等）

福祉・教育等の
関係部署

保健所

児童相談所

保育所・幼稚園・
学校等

切れ目のない相談・支援を
コーディネート

○地域づくり関係部署と連携し、地域組織を活用
○公的支援と地域による支援を組み合わせること
により、 よりきめ細かい支援を行う

保健センター
（母子保健コーディネーター・

保健師・助産師等）

より身近なところからの支援

地域づくり担当部署

連
携
・
協
力
依
頼

既存の組織のネットワークを活用した支援体制

福祉・教育等
の関係部署

保健所

児童相談所

保育所・幼稚
園・学校等

親子・家族

保健センター
（母子保健コーディネーター・

保健師・助産師等）

Ｃ市

医療機関
（産科医・小児科医

等）

地域組織
（自治会・ボランティア

等）

切れ目のない相談・支援を
コーディネート

支援方策等を検討関係機関等からの情報を集約

保健センターを中心とする
情報共有・連携体制

支援・助言

支援・助言

支援・助言

支援・助言

支援・助言

すべての市町おいて切れ目のない母子
保健サービスが提供されている。 

それぞれの市町が地域の強みを活かした 
母子保健体制を整備している。 

「出産・育児まるっとサポートみえ」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市町の支援体制の 
整備の土台づくり＞ 

○母子保健コーディネータ

ー、育児支援ヘルパーの

人材育成及び活用促進 
○母子保健体制構築アドバ

イザーによる市町支援 

・母子保健に関するデー

タの収集・分析及び市

町への情報提供 

 ・市町の母子保健体制の

構築等に向けた情報提

供や助言 
○思春期ライフプラン教育

や不妊・不育症治療に対

する助成制度等の充実 
○県医師会、県産婦人科医

会、県小児科医会等の関

係機関との総合調整 
○地域社会全体で育児中の

家庭を支える風土の醸成            

           等 

三重県 

画一的な支援体制の整備を進めるのではなく、個々の地域の実情に応じた

多様な支援体制を整備します。 


